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小売業・サービス業 ５，０００万円以下

卸売業 １億円以下

その他 ３億円以下

ポイント１．改正労働基準法の内容

今回改正された主な内容は、次のとおりである。

●時間外労働に対する割増賃金率の引上げ

●割増賃金引上げなどの努力義務

●年次有給休暇の時間単位取得

ポイント２．時間外労働に対する割
増賃金率の引上げ

現行法は、労働者に時間外労働をさせた場合、労

基法３７条１項で、時間外、休日の労働に対して「２

割５分以上５割以下の範囲内でそれぞれ政令で定

める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなけ

ればならない」と規定している。今回の改正によ

りこれに続けて「ただし、当該延長して労働させ

た時間が１ヵ月について６０時間を超えた場合にお

いては、その超えた時間の労働については、通常

の労働時間の賃金の計算額の５割以上の率で計算

した割増賃金を支払わなければならない」という

ただし書きが追加されたのである。つまり、１ヵ

月について６０時間を超えて時間外労働をさせた場

合には、５割増の割増賃金を支払わなければなら

ないのである。これは、罰則付きの義務規程とい

うのがポイントである。

今回の改正により、時間外労働の割増率は次の

通りである。

・法定内時間外賃金 １．００

・法定超４５時間内の時間外割増 １．２５

・４５時間超６０時間内の時間外割増 １．２５超※

・６０時間超の時間外割増 １．５０

・法定休日割増 １．３５

※労使協定で定める率（努力義務）

なお、中小企業については割増賃金率の引上げは当

分の間猶予され、施行から３年経過後に改めて検討す

ることとされている。

（参考）猶予される中小企業

�資本金の額または出資の総額

または、

�常時使用する労働者数

改正労働基準法の実務ポイント

長長時時間間労労働働をを抑抑制制しし、、労労働働者者のの健健康康確確保保やや、、仕仕事事とと生生活活のの調調和和をを図図るるここととをを目目的的ととすするる「「労労働働基基準準
法法のの一一部部をを改改正正すするる法法律律」」（（平平成成２２００年年法法律律第第８８９９号号））がが、、平平成成２２００年年１１２２月月５５日日にに成成立立しし、、平平成成２２２２年年４４月月１１日日
よよりり施施行行さされれるる。。少少子子高高齢齢化化がが進進行行しし労労働働力力人人口口がが減減少少すするる中中でで、、子子育育てて世世代代のの男男性性をを中中心心にに、、長長時時
間間ににわわたたりり労労働働すするる労労働働者者のの割割合合がが高高いい水水準準でで推推移移ししてていいるるこことと等等にに対対応応しし、、労労働働以以外外のの生生活活ののたためめ
のの時時間間をを確確保保ししななががらら働働くくここととがが出出来来るるよようう労労働働環環境境をを整整備備すするるここととがが重重要要なな課課題題ととななっってていいるる。。そそ
ここでで本本稿稿でではは、、改改正正労労働働基基準準法法のの概概要要をを説説明明しし、、運運用用実実務務ののポポイインントトをを紹紹介介すするる。。
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小売業 ５０人以下

卸売業・サービス業 １００人以下

その他 ３００人以下

※上記要件は、事業場単位ではなく、企業（法人

または個人事業主）単位で判断。

ポイント３．割増賃金の支払に代わ
る休暇の付与

上記で述べたとおり、１ヵ月６０時間超の時間外

労働に対しては、５割増の割増賃金を支払わなけ

ればならないが、改正法は、特別の休暇を与える

ことで割増賃金の支払を免れることも定めている。

具体的には、１ヵ月に６０時間を超える時間外労

働を行った労働者に対し、５割増の割増賃金を支

払う代わりに、労使協定で年次有給休暇以外の特

別な休暇を与えることを定め、労働者がその休暇

を取得した場合には、割増賃金の支払を要しない

とされている。この措置は、５割増の対象となっ

た残業時間を、通常の賃金が支払われる時間に振

替えて休暇を与え、休暇を取らせることで割増賃

金の支払を免除しようという趣旨である。

（具体例）

時間外労働を１ヵ月７６時間行った場合

→１ヵ月６０時間を超える１６時間分の割増賃金の引

上げ分２５％（５０％－２５％）の支払に代えて、特

別休暇の付与も可能

→１６時間×０．２５＝４時間分の特別休暇を付与

（７６時間×１．２５の割増賃金の支払は必要）

ポイント４．割増賃金引上げなどの
努力義務

時間外労働に対する現行の割増賃金率は２割５分

増となっているが、長時間労働抑制のため、１ヵ

月４５時間を超える時間外労働に対する割増賃金率

については、２割５分を上回るように労使協定を

締結する努力義務が、今回の法改正により新たに

課されている。これについては、企業規模に関わ

らず適用される。

現在、労働基準法３６条２項に基づき、告示によ

り、「時間外労働時間を協定するに当たっては、そ

の延長時間は、１週間について１５時間、１ヵ月に

ついて４５時間、１年間について３６０時間を超えない

ようにしなければならない」という「時間外限度

基準」が定められているが、今回の法改正でその

「時間外限度基準」と同様「割増賃金の率」につ

いて基準を定めることを可能にしたものである。

今後、上記のような時間外限度基準に加え、「１

ヵ月の時間外労働時間が４５時間を超えた場合は、

その超えた部分の労働に対しては２割５分を上回

る率の割増賃金を支払う旨協定すること」という

内容の基準が追加されることになるであろう。

ポイント５．年次有給休暇の時間単
位取得

年次有給休暇の最低単位は、原則として「１日

単位」であり、労働者の請求に応じて半日単位で

付与することを妨げないとされており、時間単位

での付与は認められていなかった。

今回の改正により、年次有給休暇の使い勝手を

よくし休暇取得促進を図るため、労使協定を締結

することにより、１年に５日を限度として時間単

位での取得が可能となったのである。また、所定

労働日数の少ないパートタイム労働者も労使協定

を締結することにより、時間単位で取得出来る。

【労使協定で定める事項】

�時間単位として有給休暇を与えることが出来る

労働者の範囲

�時間単位として与えることが出来る有給休暇の

日数（５日以内に限る）

�その他厚生労働省令で定める事項

年次有給休暇の時間単位での取得については、

現状の有給休暇の取得状況を考慮しつつ、休暇を
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取得しやすい職場環境の見直しを行う等、事前に

今から準備を進める必要がある。

ポイント６．法改正に伴い発生する
実務

今回の法改正に伴い、実務担当者は次の点に留意

する必要がある。

�就業規則、給与規程の改訂が必要
６０時間を超える残業に対する割増率の変更、そ

れに代わる特別休暇の付与、時間休暇の付与に関

しては、重要な労働条件の変更に該当するため、

就業規則、給与規程の改訂を行う必要がある。ま

た、改訂の内容について、労働者代表等の意見を

聴き、労基署へ届出を行うとともに、法改正の内

容、労働条件の変更について労働者へ説明するこ

とが望ましい。

�労使協定の締結
年次有給休暇の時間単位取得制度を導入する場

合には労使協定の締結が必要（労基署への届出不

要）である。

�３６協定の内容見直し
特別条項付の３６協定を締結している場合は、１

ヵ月４５時間を超える時間外労働に対する割増賃金

率を定める必要があるので協定内容の見直しを行

わなければならない。

�給与計算方法等の変更
割増賃金率の変更、年次有給休暇の時間単位取

得により、給与計算システム、勤怠管理システム

のプログラム変更が必要となる。

●執筆者紹介

■筒井 恵美子（つつい えみこ）

人事労務コンサルタント。スーパー

バイザー。国内および外資系企業

の賃金・退職金・解雇・サービス

残業問題等のコンプライアンスマネジメントから

就業規則の策定支援まで、人事労務コンサルティ

ングを手がける。一方で労働法や給与・社会保険

に関するセミナー講師活動にも注力。

銀行管理者法律講座
雨宮眞也／松本恒雄／和田好史 監修

【日本 FP協会継続教育研修認定講座（分野：実務倫理、単位数：AFP７．５単位／CFP１５単位）】

営業店管理者には確固たる倫理観の保持が強く求められています。本講座は、支店長、次長、課長と
いった管理者が最低限知っておかなければならない法律知識を身につけるための必須講座です。

４ヶ月コース、テキスト４冊、レポート４回 定価１７，８００円（税込）

銀行取引管理者養成講座
雨宮眞也／松本恒雄／大平正 監修

金融取引の様々な場面で要求されるコンプライアンスの共通重要事項、金融商品販売の場面で求めら
れる事項、融資取引の場面で求められる事項と金融実務に即してコンプライアンスを学ぶ、金融機関
の初級管理者の必須講座です。

３ヶ月コース、テキスト３冊、レポート３回 定価１３，８００円（税込）


